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荷物配送の業務委託に従事していた60
代の男性配達員（個人事業主Ａ）は、ワゴ
ン車から荷物を降ろして配送先に運んでい
たところ、階段で足を滑らして地面に転落。
腰の骨を折るなどの大ケガを負った。

通常、個人事業主は労働者ではなく経営
者と認定されており、特別加入していなけ
れば労災保険の支給はされない。今回の事
案では、就労の実態から労働者性が認めら
れたため、業務上災害として認定された。

昨今企業は社員としての保険負担を回避
するため、雇用するのではなく、業務委託
で発注することが増えている。経済的合理
性として理解できる点はある。しかしなが
ら、契約上は業務委託でも実態として労働
者性が認められるときは、労災認定がなさ
れることあるため注意が必要である。
労働基準法上の労働者として労災保険の
支給対象とされるには以下の判断基準があ
る。
労働基準法第9条で、労働者とは、職業
の種類を問わず、事業または事務所に「使
用される者」で、「賃金を支払われる者」
とされている。
「使用される者」については、①仕事の
依頼、業務従事の指示などに対する諾否の
自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有
無、③勤務場所・勤務時間の拘束性の有無、
④労務提供性の有無から判断する。
「賃金を支払われる者」は、報酬の労務
対償性、すなわち報酬の算定・支払方法が
雇用されている労働者と同様かどうかで判
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断する。具体的に金額の多寡、時給計算さ
れているか、残業手当が支給されるなどで
ある。これらのほか、使用する機械・器具、
または設備の負担割合。専属性の程度割合
からも労働者性判断の要素とされる。
今回の配達員（個人事業主Ａ）は、発注
者の専用アプリを使用しなければ業務遂行
ができないこととなっていたため、「使用
される者」としての実態が判断材料とされ
た。労働者として認定されると、今後事業
所は労働保険または労働時間数によっては
社会保険の負担が発生することとなる。発
注者は個人事業主として契約が続行される
にはその実態が雇用とならないように把握
しなければならない。
フリーランスについては特定受託事業者
に係る適正化等に関する法律が施行される
2024年 11月 1日から労災保険特別加入が
できる。この対象となる事業はフリーラン
スが企業などから受けて行う「業務委託」
である。「業務委託」とは企業などがその
事業のために他の事業者に物品の製造、情
報成果物の作成、役務の提供を委託するこ
とをいう。さらに、企業などから業務委託
を受けて事業を行うフリーランスが、当該
事業と同種の事業を消費者から委託を受け
て行う場合も対象とされる。具体的な業務
委託の例として翻訳、通訳が挙げられる。
すでに特別加入として加入できる個人タ
クシー、個人貨物運送御者や建設業の一人
親方、ＩＴフリーランスなどの事業につい
ては該当する特別加入団体を通じて加入す
ることは変わらない。前記の事業に該当し
ない場合、特定フリーランス事業として特
別加入団体を通じて加入することとなる。
特別加入者に係る業務上外の認定つい
て、特別加入者の被った災害が業務災害と
して保護される場合の業務の範囲は、あく

までも労働者の行う業務に準じた業務の範
囲であることが必要である。その理由は特
別加入制度の趣旨はその業務の実情、災害
発生時状況に照らし合わせて実質的に労働
基準法の適用労働者に準じて保護に相応し
い者に対して労災保険を適用するものであ
る。したがって、特別加入者の行うすべて
の業務に対して保護を与えるものではない
からである。
今後は幅広い分野で労災保険特別加入が
できるようになっていく。具体的には外国
書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳、ピア
ノ教室の講師、スポーツジムのインストラ
クター、広報用のイラスト作成、集計プロ
グラム作成などが挙げられる。
企業は個人事業主へ発注する際に特別加
入を確認できる機会が増えるため安心感を
持てるようになる。フリーランスの方も業
務に起因する災害について補償が受けられ
るメリットを享受できるので安心して働け
ることとなる。
現在フリーランスの権利拡大政策が取ら
れている。働き方の多様性に沿って雇用以
外の就労者が働きやすい環境づくりは必要
といえる。
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業務遂行性検証 事故① 事故②
A：業務に従事してい
るか △ 〇

B：事業主の支配下に
あるか 〇 〇

C：施設管理下にある
か 〇 ×
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